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第
４
回
交
野
市

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
マ
ラ
ソ
ン

参
加
申
込
締
め
切
り
迫
る
！

　

４
月
19
日
（
日
）
に
開
催
す
る

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
マ
ラ
ソ
ン
の
参
加

申
し
込
み
は
、
１
月
31
日
（
土
）

ま
で
で
す
。

　

現
在
、
最
終
エ
ン
ト
リ
ー
の
受

け
付
け
中
で
す
。各
ク
ラ
ス
と
も
、

定
員
に
な
り
次
第
受
け
付
け
を
終

了
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み

▽ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://kata

nom
arathon.com

/

）

▽
武
道
館
窓
口
（
祝
日
を
除
く
）

問 

い
合
わ
せ　

行
政
経
営
室
企
画

担
当
（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
）

赤星憲広さんが来庁

市・府民税の申告と
27年度の税制改正

問い合わせ　税務室（℡  892・0121）

　

27
年
度
、
市
・
府
民
税
の
申
告

（
26
年
中
の
所
得
に
基
づ
く
申
告
）

の
受
け
付
け
を
、
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

と 　

き　

２
月
４
日(

水)

〜
３

月
16
日
（
月
）〈
土
・
日
曜
日
・

祝
日
を
除
く
〉

時 　

間　

午
前
９
時
30
分
〜
正

午
、午
後
1
時
〜
４
時

と 

こ
ろ　

市
役
所
別
館
3
階　

小

会
議
室

※ 

郵
送
で
の
申
告
も
受
け
付
け
ま

す
。（
郵
送
先
：
〒
５
７
６

－

８
５
０
１
〈
住
所
記
入
不
要
〉

税
務
室
市
民
税
係
）

申
告
に
必
要
な
も
の

▽ 

市
・
府
民
税
申
告
書

※ 

申
告
会
場
に
も
用
意
し
て
い
ま

す
。

▽
印
鑑

▽ 

給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
（
原
本
を
提
出
）、
収
入
金
額

や
必
要
経
費
が
分
か
る
明
細
書

な
ど

▽ 

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の

支
払
額
の
証
明
書
、
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
な
ど

※ 

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

は
、
市
・
府
民
税
の
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

市
・
府
民
税
申
告
は
、
証
明
書

の
発
行
資
料
や
国
民
健
康
保
険

の
算
定
資
料
な
ど
に
も
な
り
ま

す
。

　

26
年
中
に
課
税
さ
れ
る
所
得
が

な
か
っ
た
人
で
も
、扶
養
な
ど
の
申

告
が
必
要
な
場
合
は
、
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

27
年
度
市
・
府
民
税
の

主
な
税
制
改
正

市
・
府
民
税
の
申
告

■ 

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限

を
４
年
間
延
長
し
ま
す

　

市
・
府
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
期
限
を
、
平
成
29
年
12

月
31
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。ま
た
、

改正前
（現行制度を適用）

改正後

入居年月日 平成 26年 3月 31日まで
平成 26年 4月 1日～
29年 12月 31日まで

住民税の
控除限度額

所得税の課税総所得金額× 5％
（最高で 97,500 円まで）

所得税の課税総所得金額× 7％
（最高で 136,500 円まで）

※ ただし、消費税 5％で購入した住居に平成 26年 4月 1日以降に入居した場合の適用額は、
改正前のものとなります。

〈住宅ローン控除の改正〉

26
年
４
月
１
日
以
降
の
控
除
額
を

上
表
の
と
お
り
、拡
充
し
ま
す
。

※ 

所
得
税
は
平
成
26
年
分
、
住
民

税
は
27
年
度
か
ら
適
用
と
な
り

ま
す
。

▽
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

26
年
以
降
に
入
居
し
、
今
回
初

め
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る

場
合
は
、
税
務
署
で
の
確
定
申
告

が
必
要
で
す
。初
年
度
の
申
告
が

な
け
れ
ば
、
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

■ 

上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所

得
等
に
係
る
軽
減
税
率
を
廃
止

し
ま
す

　

上
場
株
式
な
ど
の
配
当
、
お
よ

び
譲
渡
に
係
る
軽
減
税
率
（
10
％

の
内
訳
、
所
得
税
７
％
、
住
民
税

３
％
）
が
、
25
年
12
月
31
日
で
廃

止
と
な
り
ま
し
た
。

　

26
年
１
月
１
日
以
降
は
、
本

則
税
率
（
20
％
の
内
訳
、
所
得
税

15
％
、
住
民
税
５
％
）
が
適
用
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

ご注意！

所得税の申告

問い合わせ　枚方税務署（℡  844・9521）

■
枚
方
税
務
署
で
の
申
告

　

26
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

に
係
る
申
告
・
相
談
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

と 　

き　

２
月
16
日
（
月
）
〜
３

月
16
日
（
月
）〈
土
・
日
曜
日
を

除
く
〉

※ 

２
月
22
日
（
日
）・
３
月
１
日

（
日
）は
開
庁
し
ま
す
。

と 

こ
ろ　

枚
方
税
務
署
（
枚
方
市

大
垣
内
町
２

－
９

－

９
）

※ 

還
付
申
告
と
な
る
人
は
、
２
月

13
日
以
前
で
も
申
告
書
を
提
出

で
き
ま
す
。

※ 

期
限
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

申
告
書
は
、
郵
便
や
信
書
便
に

よ
る
送
付
、
税
務
署
の
時
間
外

収
受
箱
へ
の
投
函
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

■ 

交
野
市
で
の
申
告
会
場
〈
２
月

23
日
ま
で
で
す
〉

と 　

き　

２
月
４
日
（
水
）
〜
23

日（
月
）

時 　

間　

午
前
９
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付

終
了
時
間
は
、３
時
30
分
）

※ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
き
ま

す
。

※ 

会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早

め
に
受
け
付
け
を
打
ち
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

と 

こ
ろ　

市
役
所
別
館
3
階　

中

会
議
室

お
願
い

▽ 

不
動
産
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所

得
・
贈
与
税
の
申
告
相
談
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。税
務
署
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽ 

昨
年
、
パ
ソ
コ
ン
で
電
子
申
告

を
し
た
人
に
は
、
利
用
者
識
別

番
号
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
来
場
の
際
は
、
識
別
番

号
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

■ 

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ

に
つ
い
て

　

平
成
25
〜
49
年
分
ま
で
、
復
興

特
別
所
得
税
（
原
則
と
し
て
各
年

分
の
所
得
税
額
の
2.1
％
）
を
所
得

税
と
併
せ
て
、
申
告
・
納
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た

め
、
申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ
て

は「
復
興
特
別
所
得
税
額
」欄
、「
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

額
」
欄
の
記
載
漏
れ
が
な
い
よ
う

に
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■ 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用

し
た
申
告

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、

次
の
申
告
書
な
ど
の
作
成
が
で
き

ま
す
。

▽ 

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告

書
▽
青
色
申
告
決
算
書

▽
収
支
内
訳
書

▽
贈
与
税
申
告
書

※ 

そ
の
他
、
株
式
な
ど
や
不
動
産

を
売
却
し
た
場
合
の
所
得
の
計

算
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の

で
、
株
式
な
ど
に
係
る
譲
渡
所

得
な
ど
の
金
額
の
計
算
明
細
書

や
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
（
確
定

申
告
書
付
表
兼
計
算
明
細
書
）

も
作
成
で
き
ま
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申

告
書
な
ど
は
、
プ
リ
ン
タ
ー
で
印

刷
し
て
添
付
資
料
と
と
も
に
、
郵

送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

国 

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: //
w
w
w
.nta.go.jp

）

■ 

消
費
税
課
税
事
業
者
の
み
な
さ

ん
へ

　

26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費
税

（
地
方
消
費
税
を
含
む
）
の
税
率

が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　

26
年
４
月
１
日
を
含
む
課
税
期

間
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ

て
は
、帳
簿
な
ど
に
お
い
て
、課
税

取
引
を
適
用
さ
れ
る
新
・
旧
税
率

ご
と
に
区
分
し
、
適
用
税
率
ご
と

に
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

税
率
５
％
＝
平
成
９
年
４
月
１

日
〜
26
年
３
月
31
日
ま
で
の
取

引
▽ 

税
率
８
％
＝
平
成
26
年
４
月
１

日
以
後
の
取
引

※ 
新
税
率
８
％
の
内
訳
は
、
消
費

税
6.3
％
、地
方
消
費
税
1.7
％

※ 

26
年
４
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ

る
取
引
で
あ
っ
て
も
、
経
過
措

置
に
よ
り
旧
税
率
が
適
用
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く

は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

税
務
署
員
を
装
っ
た
不
審
な
電

話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
税
局
や
税
務
署
の
職
員
を
名

乗
る
人
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
協
力

依
頼
や
年
金
の
受
給
状
況
の
調
査

と
称
し
て
、
個
人
情
報
を
聞
き
出

そ
う
と
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

不
審
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
枚

方
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　毎年、確定申告の時期は市
役所駐車場や周辺道路が大変
混雑します。渋滞なども予想
されますので、徒歩や自転車・
公共交通機関をご利用の上、
お越しください。
　ご迷惑をお
かけしますが、
ご理解とご協
力をお願いし
ます。

確定申告は徒歩・
自転車・公共交通機関を
ご利用ください

赤
星
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

た
く
さ
ん
の
交
野
市
民
み
な
さ

ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
当
日
、お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
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星
田
小
学
校

　

松
林
由
乃
さ
ん

長
宝
寺
小
学
校

　

佐
武
杏
咲
さ
ん

市政のうごき市政のうごき

　

本
当
に
支
払
わ
な
い
と
い
け

な
い
の
で
す
か
。

　

契
約
が
成
立
し
て

い
な
い
場
合
も
考
え

ら
れ
る
の
で
、
現
状
で
の
支
払

い
は
見
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

端
末
か
ら
取
り
出
し
た
帳
票

は
、
一
定
時
間
内
に
支
払
わ
な

い
場
合
は
無
効
と
な
り
、
取
り

消
し
手
続
き
が
不
要
な
場
合
が

多
い
よ
う
で
す
。
万
が
一
、
契

約
が
成
立
し
て
い
て
も
未
成
年

な
ら
ば
、
取
り
消
し
の
主
張
も

可
能
で
す
。　

詐
欺
的
な
手

法
を
使
う
事
業

者
が
、
コ
ン
ビ
ニ
端
末
な
ど
を

悪
用
し
て
、
電
子
マ
ネ
ー
を
購

入
さ
せ
て
支
払
い
を
さ
せ
る
手

口
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
で
誘
導
し
て
く
る

よ
う
な
場
合
は
特
に
、
指
示
さ

れ
た
こ
と
を
記
録
し
、
当
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
が
、
携
帯
型

音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
ア

ダ
ル
ト
サ
イ
ト
を
見
て
い
た

ら
、
急
に
高
額
な
登
録
料
の
請

求
画
面
が
出
た
と
言
う
の
で
、

父
親
が
画
面
に
記
さ
れ
た
番
号

に
電
話
を
し
ま
し
た
。「
中
学
生

が
間
違
っ
て
や
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
伝
え
ま
し
た
が
、
半
額

に
す
る
か
ら
支
払
っ
て
ほ
し
い

と
、
コ
ン
ビ
ニ
の
端
末
に
誘
導

さ
れ
ま
し
た
。　

　

携
帯
電
話
で
指
示
さ
れ
る
ま

ま
端
末
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、
約

10
万
円
分
の
電
子
マ
ネ
ー
購
入

帳
票
を
出
し
、
後
は
レ
ジ
で
支

払
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

Ｑ

Ａ助
言

消費者相談
～アダルトサイト登録料請求で
　コンビニ端末を悪用？～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

新しいパッカー車を
導入しました

問い合わせ　環境事業所（℡  892・2471）

　

市
が
新
し
く
購
入
し
た
パ
ッ

カ
ー
車
２
台
に
、
デ
ザ
イ
ン
画
募

集
で
採
用
さ
れ
た
市
内
小
学
校
４

年
生
の
作
品
が
ラ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
パ
ッ
カ
ー
車
は
、

26
年
12
月
か
ら
稼
働
し
て
い
ま

す
。

採
用
者
・
作
品
テ
ー
マ

▽ 

佐
武
杏
咲
さ
ん
＝
「
交
野
の
し

ぜ
ん
を
守
ろ
う
」

▽ 

十
川
い
お
り
さ
ん
＝
「
き
れ
い

な
地
球
は
交
野
か
ら
」

▽ 

松
林
由
乃
さ
ん
＝
「
し
ぜ
ん
を

守
ろ
う
」

▽ 

畑
山
歩
美
さ
ん
＝
「
ゴ
ミ
の
な

い
自
然
ゆ
た
か
な
町
か
た
の
」

〈4号車右側〉

星
田
小
学
校

　

十
川
い
お
り
さ
ん

岩
船
小
学
校

　

畑
山
歩
美
さ
ん

〈4号車左側〉

〈13 号車右側〉〈13 号車左側〉
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